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第１４回奈良市子ども条例検討委員会 会議録 

開催日時 平成２６年２月２４日（月）午前１０時から正午まで 

開催場所 奈良市役所 北棟６階 第２２会議室 

議  題 

１ 奈良市子ども条例検討作業部会からの報告について 

２ 検討事項 

 (1) 子ども条例検討における子どもの権利の侵害に対する相談体

制及び救済について 

  (2) 子ども条例検討における施策の推進について 

  (3) 第 13回奈良市子ども条例検討委員会の概要について  

３ その他 

出 席 者 

【奈良市子ども条例検討委員会】 ５名 

 ・浜田進士  委員長  ・原京子 委員 

 ・近藤正基  委員   ・奥田眞紀子 委員  

 ・都築由美  委員 

【事務局】 １２名 

 ・寺田耕一  子ども未来部長 ・石原勉 子ども未来部理事 

 ・山岡利啓  子ども未来部参事 ・中川昌美 子ども政策課長 

 ・岡崎利彦 こども園推進課長 ・竹内義朋 保育所・幼稚園課長 

 ・川尻ひとみ 子ども育成課長 ・上村 均 子育て相談課長 

 ・北保志 学校教育部長  ・梅田真寿美 学校教育課長 

 ・松田義秀 地域教育課長 ・亀井規生 いじめ対策生徒指導室長 

開催形態 公開（傍聴人０人） 

担 当 課 子ども未来部子ども政策課 

会議の経過・議決事項・その他参考事項 

１ 奈良市子ども条例検討作業部会からの報告について 

  事務局から、第３回及び第４回奈良市子ども条例検討作業部会において作成

された子ども条例の骨子素案（基本理念・子どもにやさしいまちづくりの推進）

について報告し、承認された。 

 

２ 検討事項 

 (1) 子ども条例検討における子どもの権利の侵害に対する相談体制及び救済

について 

   子ども条例検討における子どもの権利の侵害に対する相談体制及び救済

について事務局より説明し、各委員から意見を求めた。また、前回の検討委

員会で出ていた質問について事務局から次のように回答した。 

「いじめ対策の基本方針の決定について各学校にどのように指示している

か」という質問については、各学校の特色に応じた学校独自のいじめ対策に
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関わるアクションプランを作成するようにという指示と、いじめに特化した

校内委員会を組織するようにとの指示をしていると回答した。 

「いじめによる自殺等が起きた際の調査委員会や第三者委員会についてど

のような準備をしているか」という質問については、発生したいじめ事象に

ついては学校支援プロジェクト会議を開催し、学校の支援や調査を行ってい

る。いじめ防止対策推進法で設置を努力義務とされている教育委員会の付属

機関については、この学校支援プロジェクト会議を代替として活用している。

しかし、その会議での調査等が不十分であり、再調査が必要となるような重

大事態であるようなケースには第三者委員会の設置が求められているが、こ

ちらについては、現在は未定であり、今後検討していかなくてはならないと

考えていると回答した。 

 

   委員から、学校支援プロジェクト会議の開催頻度と、いじめが起きた際、

その会議が実際にどのような役割を果たしたのかとの質問が出され、それに

対し、事務局は、この会議は定期的な開催ではなく、いじめ事象が発生した

ときに随時開催している。また、この会議では、いじめの被害者、加害者及

び学校に対して指導するポイント等について意見を受け、いじめ対策の取り

組みを見直すと言った役割を果たしていると回答した。 

 

   委員から、他市の事例として、オンブズパーソンを設けないかわりに、条

例の検証の仕組みをしっかり盛り込んでいる例があるとの意見が出された。 

 

   委員から、次の議題の施策の推進にも関わってくるので、次の議題とセッ

トで検討をしてはどうかとの意見が出され、次の議題とセットで検討するこ

ととなった。 

 

 (2) 子ども条例検討における施策の推進について 

   子ども条例検討における施策の推進について事務局より説明し、各委員か

ら意見を求めた。 

 

   委員から、条例の検証について、昨年できた奈良市子ども・子育て会議で

行うとの事務局からの素案だが、課題としては、今の子ども・子育て会議の

委員構成だと、就学前の子どもの議論にかたよってしまうのではないかとの

意見が出された。また、その検証作業に子どもや市民が参加することができ

るかどうかとの意見が出された。それに対し、事務局は、子ども・子育て会

議の設置条例の中で、この子ども・子育て会議には部会を置くことができる

とされており、必要に応じて委員以外の臨時委員を置くこともできるので、

この条例に関する専門の方に入っていただいて様々なことを検証すること
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は可能であると回答した。 

 

   委員から、作業部会で検討するにあたって、オンブズパーソン制度と検証

について両方あげておく案と、オンブズパーソン制度が厳しいようであれば

検証の部分をしっかりあげていく案の二本立てで、作業部会での議論をする

こととなった。 

 

(3) 第 13回奈良市子ども条例検討委員会の概要について  

   事務局から、第 13回奈良市子ども条例検討委員会の概要について説明し、

委員の承認を得た。 

 

３ その他 

  今後の会議等の日程について次のとおり決定した。 

 

  ○ 第５回奈良市子ども条例検討作業部会 

   平成２６年３月１２日（水） 午前１０時から正午まで。 

 

  ○ 第１５回奈良市子ども条例検討委員会   

   平成２６年４月２５日（金） 午後２時から午後４時まで。 

 

 


